
静岡市子ども医療費助成

子ども医療費助成制度の詳細についてはこちらから 

救急当番医についてはこちらから 

静岡市 救急当番医

夜間・休日の小児救急医療を担える病院が減少しています

保護者の皆さまにお願いしたいこと



 ＃8000（電話相談）を利用しましょう！ 

時間外受診（入院を除く）は、子ども医療費受給者証が使えません。 
 ※病院窓口で医療費を支払った後、診療月の翌月から 12カ月以内に、お住まいの区の子育て支援課で助成金の支給申請    
  をして、助成を受けてください。 
  申請方法は、静岡市ホームページ                をご覧ください。 静岡市子ども医療費助成

インターネットを利用しましょう！ 

曜日と時間帯ごとの医療提供体制 

○ こどもの救急（日本小児科学会） 

こどもの具合が悪い！？と思ったら 
 ～夜間・休日の受診について～ 

○ こどもの事故と対策（日本小児科学会） 

○ 急病時の子どもの見方と受診の目安 
       （日本小児救急医学会） 

静岡こども救急電話相談 

夜間や休日だけど、病院を受診すべきか迷う場合 

時間外受診（通院）については子ども医療費助成制度の取扱いが異なります！！ 

このチラシは確認できる 
所に置いておくことを 
おススメするよ！ 

・夜間・休日の救急医療では 
 施行可能な検査も限られて 
 しまいます。 


